
 

 
 

支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

３７４ 気管支喘息等に対する呼気ガス分析の算定について 

 

《令和６年１１月２９日》 

 

○ 取扱い 

 

次の傷病名に対するＤ200「４」呼気ガス分析の算定は、原則として認めら

れる。 

⑴ 気管支喘息（疑い含む。） 

⑵ 咳喘息（疑い含む。） 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

呼気ガス分析は、ダグラスバッグに呼気を集めて酸素濃度、二酸化炭素濃度

を測定し酸素摂取量や炭酸ガス排出量を算出したり、呼気中の一酸化窒素の

濃度を測定する検査である。 

気管支喘息並びにその亜型又は前段階と考えられる咳喘息では、気道に炎

症が起こり炎症性刺激により主に気道上皮の一酸化窒素合成酵素が誘導され、

大量の一酸化窒素が産生される。 

このため、呼気ガス分析は、喘息の診断、治療において、気道の炎症を評価

するマーカーとして有用である。 

以上のことから、気管支喘息（疑い含む。）、咳喘息（疑い含む。）に対す

るＤ200「４」呼気ガス分析の算定は、原則として認められると判断した。 
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